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上里町教育委員会 

  



令和８年第２回上里町教育委員会定例会 議事日程 

 

日 時 令和８年２月２０日（金）午前９時３０分 

場 所 上里町役場 ３階 教育委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 議 事 

（１）議案第２号 令和７年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

（２）議案第３号 令和７年度上里町教育予算（３月補正）について 

（３）議案第４号 令和８年度上里町教育予算（当初予算）について 

（４）議案第５号 上里町公民館設置及び管理条例の一部を改正する等の条例について 

（５）その他 

 

４ 教育長報告 

 

５ その他の事項 

 

次回の教育委員会日程について    日 時 令和８年 ３月  日（ ） 時 分 

                    場 所  

 

６ 閉 会 

 

  【 休 憩 】 

 

〇 教育委員会報告・連絡会議 

  



令和８年第２回上里町教育委員会会議録 

招集月日 令和８年２月２０日（金） 

招集場所 上里町役場３階 教育委員会室 

会議日程 開会 午前 ９時３０分 閉会 午前１０時２７分 

招集者及び宣告者 教育長 齊藤 雅男 

議長 教育長 齊藤 雅男 

委員出席状況 

 

※出席者○印・欠席者×印 

〇 教育長 齊藤 雅男 〇 委 員 髙階 良雄 

〇 委 員 池田 浩美 〇 委 員 岡村 和美 

〇 委 員 梅林 正樹  

説明のために出席した

職員 

教育総務課長 及川 慶一 教育指導課長 櫻井 達夫 

生涯学習課長 須藤 秀 教育総務課長補佐 吉村 香織 

  

  

 

  



１．開会 

教育長 

 

 

２．前回会議録の承認 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

３．議事 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 ＜挨拶・開会宣言＞ 

 

 

 

前回会議録の確認をお願いします。ご質疑等ございましたらご発言願います。 

 

＜特になし＞ 

 

特にないようですので、前回の会議録につきましては、ご承認いただけたも

のといたします。事務局は手続きをお願いします。なお、今回の会議録署名委

員は、高階委員にお願いいたします。 

 

 

それでは、本日の議事に入りたいと思います。本日は、議案が４件となり

ます。 

なお、議案第２号は、個人情報が含まれる内容でありますので、会議の内

容を非公開といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。議案第 3 号、議

案第 4 号は 3 月定例議会への上程案件でありますので、会議の内容を非公開

といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

＜了解＞ 

 

では、議案第 2 号、議案第３号、議案第４号につきましては、会議の内容

を非公開とさせていただきます。 

 それでは、「議案第２号 令和７年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定

について」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

 議案第２号令和 7 年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について、ご説

明申し上げます。提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を

認定し、学校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。 

概要及び内容についてご説明申し上げます。 

 始めに概要でございますが、令和 8 年 1 月 16 日から令和 8 年 2 月 13 日ま

でに申請のありました、新規の申請者について、上里町要保護及び準要保護

児童生徒就学援助実施要綱第 5 条に基づき、認定を行うものであります。 

 ＜申請者の詳細説明内容は非公開＞ 

 なお、本案の認定開始は、令和 8 年 2 月 1 日からとなります。 

 以上で、令和７年度要保護及び準要保護児童生徒の認定についての、提案

及び内容説明とさせていただきます。 

 慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

 委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

 



委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 ＜特になし＞ 

 

 議案第２号の件につきましては、事務局提案のとおり決することでよろし

いでしょうか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

 議案第２号は、事務局提案のとおり決定されました。 

 

 続きまして、「令和７年度上里町教育予算（３月補正）について」を議題と

いたします。事務局、説明をお願いします。 

 

 議案第３号「令和７年度上里町教育予算（３月補正）についてご説明申し

上げます。 

 提案理由でございますが、令和８年第１回上里町議会定例会へ教育予算

（３月補正）を提出したいため、本案を提出するものであります。概要及び

内容について、ご説明申し上げます。 

 始めに、概要でございますが、令和７年度上里町教育予算（３月補正）を

策定したので、上里町教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項

第８号の規定に基づき、教育委員会の意見を求めるものであります。 

 ＜内容説明は非公開＞ 

 続きまして、担当よりお手元の「令和７年度上里町教育予算（３月補正）

に関する説明書」で説明をさせていただきます。 

 ＜詳細説明・質疑応答は非公開＞ 

 

 委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

 

 ＜特になし＞ 

 

 議案第３号につきましては、事務局の提案のとおり決することでよろしい

でしょうか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

 議案第 3 号は、事務局提案のとおり決定されました。 

 

 続きまして、「議案第４号 令和８年度上里町教育予算（当初予算）につい

て」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

 議案第４号 令和８年度上里町教育予算について、ご説明申し上げます。 

 提案理由でございますが、令和８年第１回上里町議会定例会へ教育予算を

提出したいため、本案を提出するものであります。概要及び内容について、

ご説明申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

委員 

 始めに、概要でございますが、令和８年度上里町教育予算を策定したの

で、上里町教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項第８号の規

定に基づき、教育委員会の意見を求めるものであります。 

 ＜内容説明は非公開＞ 

 続きまして、担当課長よりお手元の「令和８年度上里町教育予算に関する

説明書」で説明をさせていただきます。 

 ＜詳細説明・質疑応答は非公開＞ 

 

 委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

 

 ＜特になし＞ 

 

 議案第４号につきましては、事務局の提案のとおり決することでよろしい

でしょうか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

 議案第４号は、事務局提案のとおり決定されました。 

 

 続きまして、「議案第５号 上里町公民館設置及び管理条例の一部を改正す

る等の条例について」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

 「議案第 5 号 上里町公民館設置及び管理条例の一部を改正する等の条例

について」でございます。提案理由でございます。上里町公共施設再配置維持

保全計画に基づき、上里町七本木公民館の所在地を上里町立男女共同参画推

進センターと七本木児童館に移動し、上里町七本木公民館に併設された上里

町七本木地区集会場を廃止したいので、本案を提出するものでございます。 

続きまして、改正内容についてご説明させていただきます。まず第一条で七

本木公民館の位置を改正いたします。上里町公共施設再配置維持保全計画に

基づき、令和 8 年 4 月 1 日に男女共同参画推進センターへ、すべての機能

移転を行い、住所を変更するものでございます。 第二条は七本木出尾公民館

の機能の一部である上里町七本木地区集会所を廃止するものでございます。

上里町七本木地区集会所は進出企業による新設工場と地域住民の融和を図る

とともに、障害学習の推進を図ることを目的とし、昭和 49 年に設置されま

した。今回、本体である七本木公民館の移転に伴い、七本木地区集会所の設

置及び管理条例を廃止するものでございます。 最後に附則につきましては、

令和 8 年 4 月 1 日施行とさせていただくものでございます。以上で上里町公

民館設置及び管理条例の一部を改正する等の条例についての提案説明とさせ

ていただきます。慎重審議のうえご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

 委員の皆様から何かご質問、ご意見ございますか。 

 

 ＜特になし＞ 



 

教育長 

 

 

委員 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

委員 

 

４．教育長報告 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他の事項 

教育長 

 

委員 

 

 

 

 

教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 議案第５号につきましては、事務局の提案のとおり決することでよろしい

でしょうか。 

 

 ＜異議なし＞ 

 

 議案第５号は、事務局提案のとおり決定されました。 

 

 続きまして、「その他」ですが、委員の皆様から何かご提案等ございます

か。 

 

＜特になし＞ 

 

 

 続きまして、４の教育長報告に移らせていただきます。 

 前回の定例教育委員会以降の内容になります。 

 1 月 21 日、中学生海外体験報告会がございました。 町の補助金を使って

オーストラリアに 1 週間程、子供が研修にいきました件についての報告会が

ございました。それから 2 月 1 日、子どものど自慢大会が、ワープ上里で行

われました。2 月 4 日、6 日に人事評価校長面接が行われました。2 月 4 日、

コミュニティスクール研修会ということで、前の県部長の松本浩先生を講師

として研修会が行われました。2 月 15 日、上里町郷土芸能祭がワープ上里で

行われました。2 月 18 日は校長会、午後は北部地区教育長会議がございまし

た。 2 月 21 日、三館複合施設竣工式が 9 時半から行われます。3 月議会が 3

月 4 日から 23 日まで開催されます。一般質問は 4 日、5 日となります。私の

方からは以上です。 

 

 

 続きまして、その他の事項としまして、委員の皆様から何かございますか 

 

 ここで、小さなことなので、ここで聞いてよいかわからないが、中学校の

授業の調理実習で生姜焼きを作る際に、生姜のチューブで生姜焼きを作った

と聞きましたが、生姜ぐらいは、自分たちで擦って使用した方が良いのでは

ないかと感じたのですがいかがなのでしょうか。 

 

 以前にも、味噌汁の出汁を昆布や煮干しからではなく、顆粒の出汁を使用

していたといった例がありましたが、使い勝手の良さや時間的な制約から簡

易的なものを利用したい気持ちは理解できるが、調理実習であれば、しっか

りと学習目的を達成させる必要があります。そうした意味でも、生姜焼きに

ついても同様であると考えます。つきましては、学校へ周知して参りたいと

思います。 

 

 よろしくお願いします。 



教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

６．閉会 

教育長 

 

 それでは、最後に次回の定例教育委員会の日程をおはかりいたします。3 月

26 日午前 9 時 30 分から定例委員会をお願いしたいと思いますがよろしいで

しょうか 

 

＜特になし＞ 

 

 次回の定例教育委員会は、3 月 26 日（木）午前 9 時 30 分から 4 階、委員

会室２ で行います。 

 

 

 本日の議事につきましては、すべて終了いたしました。 

 以上をもちまして、2 月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。 

 

 

 

 

会議録署名人（教育長） 

 

会議録署名人（委員） 

 

会議録調製者（教育総務課長） 及川 慶一 

 


